
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）終り

か
ら

一
八
下
一
七
〜
一
六
行
頭
を
そ
れ
ぞ
れ
一
字
上
げ
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
四
百
六
十
万
八
千
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
七
月
十
日

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
一
番
一

一
一
〇
一
号

株
式
会
社
Ａ
ｕ
ｆ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ

Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
ｎ
ｏ

ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
ｓ

代
表
取
締
役

長
岡

達
弥

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
九
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
八
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
七
十
九
号
）

令
和
七
年
七
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
二
丁
目
四
番
一
六
号

池
田
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

古
賀

智
道

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
九
百
十
三
億
七
百
六
十

六
万
七
千
八
百
五
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。
こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
七
年
七
月
十
日

東
京
都
中
野
区
中
野
四
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
丸
井
グ
ル
ー
プ

代
表
取
締
役

青
井

浩

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
億
六
千
万
円
減
少
し

九
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
十
五
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
に
予
定
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
一
日

掲
載
頁

三
頁

令
和
七
年
七
月
十
日

東
京
都
港
区
三
田
三
丁
目
四
番
一
九
号

Ｄ
Ｋ
Ｓ
Ｈ
マ
ー
ケ
ッ
ト
エ
ク
ス
パ
ン
シ
ョ
ン

サ
ー
ビ
ス
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林

靖
夫

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
百
五
十
九
億
五
千
二

百
七
十
八
万
八
千
四
百
四
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
七
年
七
月
十
日

横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
二
丁
目
三
番
一
号

日
揮
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

雅
之

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

札
幌
市
豊
平
区
月
寒
東
二
条
三
丁
目
九
番
一
二
号

株
式
会
社
大
宮
ホ
ー
ロ
ー
北
海
道
製
作
所

代
表
取
締
役

甚
内

祐
亮

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

栃
木
県
宇
都
宮
市
宝
木
町
一
丁
目
二
八
番
地
一
一

下
野
印
刷
株
式
会
社

代
表
取
締
役

金
田

隆
利

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
五
番
一
二
号

株
式
会
社
バ
ン
カ

代
表
取
締
役

齋
木

直
康

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号
丸
の

内
北
口
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
九
階
Ｗ
ｅ
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
内

サ
バ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役

シ
ャ
ナ
・
ジ
ェ
ー
ン
・
ヘ
レ

ン
・
ラ
ト
ン

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

東
京
都
台
東
区
北
上
野
二
丁
目
三
二
番
二
号

株
式
会
社
小
島
半
田
製
造
所

代
表
取
締
役

小
島

昌
夫

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

東
京
都
港
区
三
田
三
丁
目
一
一
番
三
六
号

株
式
会
社
ノ
ー
ス
イ

代
表
取
締
役

森
瀬

公
一

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

静
岡
県
富
士
宮
市
根
原
字
宝
山
二
七
番
地

富
士
バ
イ
オ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
原

通
雄

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

愛
知
県
津
島
市
南
新
開
町
一
丁
目
三
五
七
番
地

七
宝
金
型
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
岡

寛
高

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

島
根
県
浜
田
市
久
代
町
一
一
一
七
番
地
二

島
根
物
産
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

坂
野

豪
志

訂
正
公
告

令
和
七
年
三
月
十
日
（
号
外
第
四
十
七
号
）
掲
載
の
第

十
一
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
住
所
「鹿

児
島
県
肝
属

郡
東
串
良
町
岩
弘
2004番

地

」
と
あ
る
は
「鹿

児
島
県
肝

属
郡
東
串
良
町
岩
弘
2004番

地
２

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正

し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

鹿
児
島
県
肝
属
郡
東
串
良
町
岩
弘
二
〇
〇
四
番
地

二

株
式
会
社
マ
ル
ニ
シ
青
果

代
表
取
締
役

西
青
木
幸
二

令
和
七
年
七
月
二
日
（
号
外
第
百
五
十
一
号
）
公
布
政

令
第
二
百
四
十
四
号
（
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に

関
す
る
政
令
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
七
日
掲
載
の
第
四
十
六
期
決
算
公
告

中
、「
宮
崎
県
日
南
市
北
郷
町
郷
之
原
三
六
七
一

一
」
と

あ
る
は
「
宮
崎
県
日
南
市
北
郷
町
郷
之
原
乙
三
六
七
一

一
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
日

扱

店


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